
令和４年度第３回いわき市介護保険運営協議会

別冊資料

資料１ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて

（令和４年10 月13 日付　厚生労働省老健局老人保健課事務連絡) ・・・ ３頁

資料２ 介護保険制度の見直しに関する意見

（R4.12.20　社会保障審議会介護保険部会） ・・・ ５頁

資料３ 高齢者数（地区別） ・・・ ５０頁

資料４ 高齢者を含む世帯数（地区別） ・・・ ５１頁

資料５ 要介護・要支援認定者（地区別） ・・・ ５２頁

資料６ いわき市介護保険条例（抜粋） ・・・ ５３頁

資料７ いわき市介護保険規則（抜粋） ・・・ ５４頁





事 務 連 絡 
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各 都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて 

 

 

 介護保険行政の円滑な運営につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申 

し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定（要支援認定を含む。以下同じ。）

の取扱いについては、これまで、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定

の臨時的な取扱いについて」（令和２年２月 18 日付け厚生労働省老健局老人保

健課事務連絡）等によりお示ししてきたところですが、今後、下記のとおり取り

扱うこととしましたので、内容について御了知の上、管内市町村への周知をお願

いいたします。 

 

記 

 

１．認定調査が困難な場合における有効期間の取扱いについて 

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」

（令和２年２月 18 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）及び「新型

コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その４）」

（令和２年４月７日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）により、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合

においては、要介護認定の有効期間について、従来の期間に新たに 12 ヶ月ま

での範囲内で市町村が定める期間を合算できる取扱い（以下「臨時的な取扱い」

という。）となっています。 

一方で、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に

認定を行うことは重要であり、臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期

間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない

【資料1】 

3



事態が懸念されます。 

また、臨時的な取扱いが終了した直後の１年間は処理すべき更新申請の件数

が増大し、市町村における事務量も集中的に増大することが予想されることか

ら、可能な限り通常の取扱いに基づき更新認定を実施していくことが必要です。 

このため、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和

５年３月 31 日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和５年４

月１日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認

定を実施していただくようお願いいたします。 

ただし、各市町村の判断により、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日

までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用する

ことは差し支えありません。 

 

２．ICT 等を活用した介護認定審査会の開催について 

 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

（その２）」（令和２年２月 28 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）

において、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、介護認定審査会の開催

に当たっては、ICT 等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずし

も特定の場所に集まって実施する必要はない旨をお示ししております。 

本取扱いについては、介護認定審査会の業務効率化や日程調整等の事務負担

軽減の観点から、今後、新型コロナウイルス感染症対策に限らず、実施できる

こととします。 

 

以上 

 

（本件担当） 

厚生労働省老健局老人保健課介護認定係 

TEL：03-5253-1111（内線 3944、3945） 

Mail：roukenkanintei@mhlw.go.jp 
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介護保険制度の見直しに関する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月２０日 

社会保障審議会介護保険部会 
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はじめに 

 

○ 介護保険制度は、その創設から 22年が経過し、高齢化の進行とともに 65歳

以上の第１号被保険者は約 1.7倍に増加する中で、サービス利用者数は約 3.5

倍に増加するなど、高齢者の介護になくてはならないものとして私たちの社

会に定着し、発展してきた。 

 

○ 介護保険制度の運営は、人口動態や介護サービスを利用する高齢者の心身

の状況に自ずから大きく影響される。これまで、団塊の世代が 75歳以上とな

る 2025年を見据え、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に確

保される地域包括ケアシステムの構築に取り組んできた。次期第９期介護保

険事業計画期間中に 2025年を迎えることとなるが、今後見込まれる人口構造

の変化とそれに伴う社会環境の変化に対応し、高齢者の生活を支える介護保

険制度であり続けるために、引き続き、制度の不断の見直しが必要である。 

 

○ とりわけ、団塊ジュニア世代が 65歳以上となり、高齢者人口がピークを迎

える 2040 年頃を見通すと、高齢者人口に占める 85 歳以上人口の割合が上昇

することが見込まれる。要介護認定率は年齢が上がるにつれ上昇し、特に 85

歳以上で上昇する傾向にあることや、一人当たり介護給付費が 85歳以上の年

齢階級で急増すること等を考え合わせれば、こうした人口動態が今後の介護

保険制度にサービス需要や給付費の増加という形で大きなインパクトを与え

ることが見込まれる。また、85 歳以上人口の増加に伴い、認知機能が低下し

た高齢者も増加することが見込まれる。地域で生活する高齢者等の意思決定

の支援や、権利擁護の重要性が高まることとなる。 

 

○ これと同時に、今後、15歳から 64歳までの生産年齢人口が急減することが

見込まれている。このため、全産業的に人材の確保が厳しい状況となる一方、

サービス需要に対応した介護人材の必要数は増えることが見込まれる。足下

においては、既に人材不足が指摘されている中で、累次の処遇改善の結果とし

て、介護職員と全産業平均との給与の格差は縮小してきている。今後も、働く

環境の改善を含む介護現場の人材確保に向けた取組を一層推進するなど、人

材不足が供給の更なる制約要因とならないよう、早急な対応が求められる。 

 

○ また、こうした人口構造の変化は全国で一様に起こるのではなく、都市部で

高齢者人口が急増する一方で、もともと高齢者人口の多い地方では緩やかな

増加にとどまったり、ピークを過ぎて減少に転じたりするなど、多様な形で進
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行していくことから、各地域の特性や実情に応じた対応が必要となる。 

 

○ 他方、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大は、介護現場で働く方々によ

る献身的な努力に支えられつつも、介護サービスの提供や介護保険制度の運

営に大きな影響を及ぼすとともに、地域における医療・介護の提供に係る課題

を示唆することとなった。また、新型コロナウイルス感染症への対応の中で、

介護現場や行政手続など様々な場面でＩＣＴの活用が急速に進むことにもつ

ながった。 

 

○ 介護保険制度は、加齢により生じる心身の変化に起因する疾病等により要

介護状態となった方が尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う制度であ

る。こうした制度趣旨に則り、更なる高齢化や様々な社会環境の変化の中にあ

っても、高齢者の自己決定に基づき、必要なサービスを受けられ、希望する所

で安心して生活できる社会を実現しなくてはならない。 

 

○ こうした共通理解の下、本部会では、全世代型社会保障構築会議等における

議論の状況も踏まえながら、本年（2022年）３月以降、14回にわたって審議

を重ねてきた。以下、本部会におけるこれまでの議論を整理し、介護保険制度

の見直しに関する意見書として取りまとめる。 
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Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

（総論） 

○ 介護が必要となっても、できる限り住み慣れた地域で、これまでの日常生活

に近い環境で暮らし続けたいということは、国民の共通の願いである。その願

いを実現させるためには、介護や介護予防、医療はもとより、住まい、生活支

援、そして社会参加までもが包括的に確保される地域を、人口・世帯構成や地

域社会の変化があっても、各地域の実情に応じて構築し、維持し続けていくこ

とが必要であり、「地域包括ケアシステム」を深化・推進させていかなければ

ならない。 

 

＜介護サービス基盤の計画的な確保、住まい＞ 

○ 介護サービス等の基盤については、地域の人口動態や介護ニーズの見込み

を適切に捉えて医療・介護需要の見通しを行い、施設・サービス種別の変更な

ども含め計画的に確保していく必要がある。 

 

○ 具体的には、主に都市部において多くの高齢者が、介護が必要となりやすい

年齢層に達することに伴い、介護ニーズも急増することが見込まれる一方、既

に高齢化のピークを迎えた地域では介護ニーズがピークアウトすることが見

込まれるなど、地域によってサービスの利用状況に変化が生じる可能性があ

る。また、要介護者が点在するような地域では、在宅サービスを効率的に提供

することが事実上難しい場合も想定される。こうしたことを踏まえ、既存のサ

ービス基盤の適切な活用や住まいの確保等も課題となる。 

 

＜一人ひとりに寄り添う介護サービス＞ 

○ 介護サービスについては、利用者の状態や家族などの周囲の状況、暮らし方

などに変化があっても、ケアマネジャーのアセスメントや専門的知見に基づ

いて、利用者一人ひとりの個別ニーズに応じたサービスが提供されることが

重要である。このため、自立支援に資する質の高いケアマネジメントを実現す

るとともに、こうした状況の変化や本人の希望に柔軟に対応できるよう、住ま

いや住まい方も踏まえた必要なサービス提供体制を整備することが重要と考

えられる。 

 

＜医療需要への的確な対応＞ 

○ また、医療・介護双方のニーズを有する高齢者が大幅に増加する中で、医療・

介護が有機的に連携し、住み慣れた地域で医療・介護を継続して受け続けるこ
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とができる体制を整備することが重要である。 

 

＜介護ＤＸの推進＞  

○ 今後は、デジタル技術を活用し、介護情報の標準化や情報連携基盤の構築を

進め、医療機関や介護事業所が医療・介護情報等を本人の同意の下に共有・利

活用できるようにするとともに、こうした情報を、市町村が自立支援・重度化

防止等の取組に活用するなど、医療での取組に遅れることなく、導入に当たっ

ての現場の負担にも配慮しつつ、介護ＤＸを進めていくことが重要である。 

 

＜安心・安全の確保＞ 

○ こうした中で、介護現場における事故や虐待といった高齢者の生命・身体の

危機に直結するような事態が生じないよう、必要な対応を講じることが重要

であることは言うまでもなく、サービス提供の場面における安全性の確保や

虐待防止に向けて効果的な対応を検討する必要がある。 

 

＜総合事業の推進＞ 

○ 生きがいを持った生活への支援をはじめ、地域の中に住民主導のものも含

めた様々な社会資源があり、生活支援コーディネーター等がこうした多様な

主体による多様なサービスの提供体制を構築するとともに、地域包括支援セ

ンター等が主体となって調整を行い、医療・介護サービス等とともに包括的に

生活支援等が提供されるようにすることが重要である。 

 

＜介護予防や社会参加＞ 

○ その際、住民がより長くいきいきと地域で暮らし続けることができるよう、

介護予防の取組を進めるとともに、サービス提供者と利用者とが「支える側」

と「支えられる側」という画一的な関係性に陥ることのないよう、高齢者の社

会参加等を進めることで、世代を超えて地域住民が共に支え合う地域が形作

られていくことが期待される。 

 

＜地域包括支援センターの体制整備と地域共生社会の実現＞ 

○ また、認知症の人や要介護高齢者の増加、単身・夫婦のみの高齢者世帯の増

加が見込まれる中、認知症の人や要介護高齢者への支援のみならず、その家族

等の介護者が抱える負担や複雑化した課題への対応が必要である。地域住民

への総合相談支援等を担う地域包括支援センターについて、体制や環境の整

備を図っていくことに加え、障害者福祉や児童福祉などの他分野との連携を

促進していくことが重要である。 
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○ このような医療・介護・住まい・生活支援・社会参加の支援が必要な者は高

齢者に限られず、経済的困窮者、単身・独居者、障害者、ひとり親家庭や、こ

れらの要素が複合したケースに対応するため、市町村における重層的支援体

制整備事業等、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を

超えた取組を進める必要がある。このような取組を通じて、全ての人が地域、

暮らし、生きがいを共に創り、高め合う「地域共生社会」の実現が、「地域包

括ケアシステム」の目指す方向であるとも言える。 

 

＜保険運営と地域デザイン機能の強化＞ 

○ 上記の課題に対応する観点からは、介護保険の保険者である市町村が、限ら

れたマンパワーの中で事務を効率化し、保険制度を運営する保険者としての

機能をより一層発揮しながら、地域の自主性や主体性に基づき、地域包括ケア

システムを推進する主体として、介護保険サービス基盤の確保に加え、介護予

防の取組や地域づくりなど、地域の実情に応じて仕組みや取組をデザインす

る、いわば「地域デザイン」に係る業務を展開することが欠かせない。 

 

○ こうした機能を果たすためには、市町村が情報連携基盤の構築等を主体的

に進め、地域の高齢者の自立支援・重度化防止等の取組を推進するための役割

を果たすことが期待される。 

 

○ 以上の観点から、地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、「１．生

活を支える介護サービス等の基盤の整備」、「２．様々な生活上の困難を支え合

う地域共生社会の実現」、「３．保険者機能の強化」というそれぞれの観点から

検討を行った。 
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１．生活を支える介護サービス等の基盤の整備 

 

（地域の実情に応じた介護サービスの基盤整備） 

○ 今後、都市部を中心に 85歳以上人口が急増し、施設・在宅を含め介護サー

ビスに対するニーズも増加することが見込まれる。一方、地方では介護ニーズ

がピークアウトしているところもある。こうした地域によって異なるニーズ

や介護人材確保の状況に応じて、施設・在宅・居住系を含めてバランス良く介

護サービスの基盤整備を行うため、長期的な介護ニーズの見通しや必要な介

護職員数を踏まえつつ、計画を策定することが重要である。 

  その際、必要に応じて、既存施設・事業所の今後の在り方も含めた検討を、

各自治体に促すことが重要である。 

 

○ 介護ニーズの状況や介護サービスの提供体制には地域差があり、特に中山

間地域や離島など介護の資源が脆弱な地域への留意が必要となる。地域の実

情に応じた介護サービス基盤を確保するため、都道府県による広域的な観点

からの調整や市町村支援が重要であり、国が自治体に対して適正な支援を行

うことも重要である。 

 

（在宅サービスの基盤整備） 

○ 単身・独居や高齢者のみの世帯の増加、介護ニーズが急増する大都市部の状

況等を踏まえ、柔軟なサービス提供によるケアの質の向上や、家族負担の軽減

に資するよう、地域の実情に合わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サ

ービスの整備を進めていくことが重要である。 

 

○ その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、（看護）小規模多機能型居宅

介護の更なる普及に加え、例えば、特に都市部における居宅要介護者の様々な

介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複数の在宅サービス（訪問や通所系サー

ビスなど）を組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設けること

も検討することが適当である。 

また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護など、機能

が類似・重複しているサービスについては、将来的な統合・整理に向けて検討

する必要がある。 

 

○ 看護小規模多機能型居宅介護は、主治医との密接な連携の下、通い・泊まり・

訪問における介護・看護を利用者の状態に応じて柔軟に提供する地域密着型

サービスとして、退院直後の利用者や看取り期など医療ニーズの高い中重度
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の要介護者の在宅での療養生活を支えている。今後、サービス利用機会の拡充

を図るため、地域密着型サービスとして、どのような地域であっても必要な方

がサービスを利用しやすくなるような方策や提供されるサービス内容の明確

化など、更なる普及を図るための方策について検討し、示していくことが適当

である。 

 

（ケアマネジメントの質の向上） 

○ ケアマネジメントに求められる役割、ＩＣＴやデータの利活用に係る環境

変化、意思決定支援等の重要性の増加等を踏まえ、ケアマネジメントの質の向

上及び人材確保の観点から、第９期介護保険事業計画期間を通じて、包括的な

方策を検討する必要がある。 

 

○ その際には、法定研修のカリキュラムの見直しを見据えた適切なケアマネ

ジメント手法の更なる普及・定着を図るとともに、オンライン化の推進や受講

費用の負担軽減を含め、研修を受講しやすい環境を整備していくことが重要

である。さらに、法定外研修やＯＪＴ等によるケアマネジャーの専門性の向上

を図ることが重要であり、国としても周知を図っていく必要がある。加えて、

各都道府県における主任ケアマネジャー研修の受講要件等の設定状況を踏ま

え、質の高い主任ケアマネジャー養成を推進するための環境整備を行うこと

が必要である。 

また、介護サービス全体として、科学的介護が推進されているところ、ケア

マネジメントについてもケアプラン情報の利活用を通じて質の向上を図って

いくことが重要である。 

 

○ ＩＣＴの活用状況などを踏まえて更なる業務効率化に向けた検討を進めて

いくことが重要である。ケアプランの作成におけるＡＩの活用についても、実

用化に向けて引き続き研究を進めることが必要である。 

 

○ 公正中立性の確保も含めケアマネジメントの質を向上させていくためには、

ケアマネジャーが十分に力を発揮できる環境を整備していくことが重要であ

り、上記の業務効率化等の取組も含め、働く環境の改善等を進めていくことが

重要である。 

 

○ また、現在、マイナンバー制度を活用した「国家資格等情報連携・活用シス

テム（仮称）」の構築について検討が行われているところであり、ケアマネジ

ャーに関する資格管理手続の簡素化等に向けて、こうしたシステムが活用で
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きるような環境整備が必要である。 

 

（福祉用具） 

○ 介護保険制度における福祉用具については、制度施行当初からの状況の変

化等を踏まえ、令和４年２月より外部有識者が参画する「介護保険制度におけ

る福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」において､６回にわたり幅広く検

討を行い、同年９月 14日に議論の整理をとりまとめている。こうした議論の

整理を踏まえ、福祉用具貸与・販売種目の在り方や福祉用具の安全な利用の促

進等について、引き続き検討を行うことが適当である。 

 

（医療・介護連携） 

○ 在宅医療・介護連携の推進に向けて、 

・ 市町村と医師会等関係機関・医師等専門職の緊密な連携 

・ 施設・居住系サービスをはじめとする介護事業者と地域の医療機関等と 

の連携 

・ 都道府県や市町村における医療や介護・健康づくり部門の庁内連携、総 

合的に進める人材の育成・配置 

・ 広域的な調整やデータの活用・分析など、都道府県による市町村支援の 

推進 

・ 国による自治体支援 

 などを進めていく必要がある。 

 

○ 在宅医療・介護連携推進事業について、これまでの事業を踏まえつつも、市

町村が地域のあるべき姿を意識しながら、主体的に課題解決が図られるとと

もに、最近の動向を踏まえ、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつＰ

ＤＣＡサイクルに沿って運用することが重要である。令和２年介護保険制度

改正において見直した省令や手引き等について、国としても引き続きその周

知を図っていくことが適当である。また、各自治体の取組状況や課題を把握し、

国による自治体支援の内容を検討していくことも重要である。 

 

○ 自治体がＰＤＣＡサイクルに沿った事業展開を確立していくため、地域包

括ケア「見える化」システムも含むデータの活用方法を分かり易く整理し、周

知することが適当である。加えて、事業の好事例を横展開することも重要であ

る。 

 

○ 地域の介護サービス基盤の整備に当たっては、介護保険事業（支援）計画と
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地域医療構想の整合も含め、医療提供体制の在り方と一体的に議論を行いな

がら進めていくことが必要である。 

 

○ 医療計画と介護保険事業（支援）計画との整合性を図るため、計画策定の際

に、都道府県や市町村における医療・介護の担当部局間で協議を行い、緊密な

連携を図ることが重要であり、国としても両計画の整合性を図るための支援

を行うことが適当である。 

 

○ なお、介護保険事業（支援）計画の作成に当たっては、地域福祉計画、障害

福祉計画その他要介護者の保健、医療、福祉等に関する事項を定める計画との

調和を図ることが重要である。 

 

（地域における高齢者リハビリテーションの推進） 

○ 高齢者リハビリテーションについては、どの地域でも適時適切に提供され

るよう、地域支援事業と保険給付の双方の観点からのリハビリテーション提

供体制の構築を更に促進していくことが必要である。そのために、介護保険事

業（支援）計画での対応も含めて、地域リハビリテーション支援体制の構築の

推進が必要である。 

 

（かかりつけ医機能との連携） 

○ 社会保障審議会医療部会において、かかりつけ医機能が発揮される制度整

備が検討されている。かかりつけ医機能には、在宅医療の提供、介護との連携

が含まれることから、医療と介護の連携を更に強化するため、こうした検討状

況を踏まえて必要な対応を検討することが適当である。 

 

（施設入所者への医療提供） 

○ 特別養護老人ホームにおける医療ニーズへの適切な対応の在り方について、

配置医師の実態等も踏まえつつ、引き続き、診療報酬や介護報酬上の取扱いも

含めて、検討を進めることが適当である。 

 

○ 介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援の機能、介護医療院の医療が必

要な要介護者の長期療養・生活施設としての機能をそれぞれ更に推進してい

く観点から、必要な医療が引き続き提供されるよう取組を進めることが必要

である。 
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（施設サービス等の基盤整備） 

○ 介護施設について、既存資源の有効かつ効率的な活用の観点から、地域のニ

ーズを踏まえた在り方や更なる役割・責務を考えていくことは重要である。 

 

○ 特別養護老人ホームの入所申込者数については、足元の状況をみると、全体

としては減少傾向がみられ、地域によっては、高齢者人口の減少のために空床

が生じている場合や、人手不足により空床とせざるを得ない場合等もあると

の実態が生じている。その中で、要介護１・２の高齢者に係る特例入所につい

ては、地域によってばらつきがあるとの報告もある。 

 

○ こうした状況や、特別養護老人ホームが在宅での生活が困難な中重度の要

介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等を踏まえ、特例

入所の運用状況や空床が生じている原因などについて早急に実態を把握の上、

改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適

切な運用を図ることが適当である。 

 

○ 個室ユニット型施設の整備の推進については、個室ユニットがプライバシ

ーの確保や尊厳の保持といったケアそのものにおいて果たす役割のみならず、

新型コロナウイルス感染症拡大下において果たした役割等も踏まえ、人材確

保や費用面などの課題等も整理しながら、引き続き検討していくことが重要

である。 

 

○ 混合型特定施設入居者生活介護については、実利用定員に「７割を超えない

範囲で都道府県が定める割合」を乗じたものを推定利用定員とし、都道府県の

介護保険事業支援計画において定めた必要利用定員総数を超えるような指定

は行わないことができるとされている。 

  自治体によっては、混合型施設に７割以上の要介護者が入居している場合

もあるため、推定利用定員の算出については、より柔軟に地域の実情に合わせ

ることが適当である。 

 

（住まいと生活の一体的支援） 

○ 独居の困窮者・高齢者等に対する住まい支援の在り方については、全世代型

社会保障構築会議の議論の中間整理（令和４年５月 17 日）においても、「将

来、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まいをいかに

確保するかは老齢期を含む生活の維持にとっても大きな課題となるため、制

度的な対応も含め検討していくことが求められる」とされ、同会議においても、

16



11 

 

地域共生社会の実現の観点から議論が行われたところである。そして、同会議

の報告書（令和４年 12月 16日）において、「住まい政策を社会保障の重要な

課題として位置づけ、そのために必要となる施策を本格的に展開すべきであ

る。その際、年齢層や属性などを考慮した支援対象者の具体的なニーズや、各

地域における活用可能な資源等の実態を十分に踏まえつつ、住宅の質の確保

や既存の各制度の関係の整理も含めて議論を深め、必要な制度的対応を検討

すべきである」等とされている。 

 

○ そうした中で、令和４年度老人保健健康増進等事業において「地域共生社会

づくりのための「住まい支援システム」構築に関する調査研究事業」を実施し

ており、住まいに課題を抱える者に対する住まい支援のため、自治体内に、自

治体の介護保険部局や住宅部局等で構成する住まい支援センター（仮称）を設

置し、住まいの相談支援、アセスメント、地域とのつながりに係るインフォー

マルサービスや居住先を含めた社会資源の開拓等を試行的に実施するモデル

事業を実施している。 

 

○ 介護保険制度においては、地域支援事業の一つとして、「高齢者の安心な住

まいの確保に資する事業」を実施しているが、このモデル事業の結果や全世代

型社会保障構築会議における議論の状況等を踏まえて、介護保険制度におけ

る住まいと生活の一体的な支援の方策について、住宅分野や福祉分野などの

介護分野以外の施策との連携や役割分担の在り方も含め、地域共生社会の実

現に向けた観点から、引き続き検討することが適当である。 

 

（介護情報利活用の推進） 

○ 現在、利用者に関する顕名の介護情報等（介護レセプト情報、要介護認定情

報、ＬＩＦＥ（科学的介護情報システム）情報、ケアプラン、主治医意見書等）

は、事業所や自治体等に分散し、利用者自身の閲覧、介護事業所間の共有、介

護・医療間の共有が電子的に可能になっていない。厚生労働省データヘルス改

革工程表に基づき、また、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（令和４年

６月７日閣議決定）において、医療（介護を含む）全般にわたる情報について

共有・交換できる全国的なプラットフォームを創設することが求められてい

ることを踏まえて、具体的な介護情報基盤整備の在り方を検討することが必

要である。そのため、現在、介護情報利活用に関するＷＧにおいて、必要な情

報の選定・標準化や、情報を閲覧・共有するための仕組みの整備について議論

されているところである。 
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○ 自治体・利用者・介護事業者・医療機関などが、利用者に関する介護情報等

を電子的に閲覧できる情報基盤を整備することにより、以下の効果が期待で

き、これにより、多様な主体が協働して高齢者を地域で支えていく地域包括ケ

アシステムの深化・推進にも繋がる。 

 ・ 自治体が、被保険者が受けている自立支援・重度化防止の取組の状況等を

把握し、地域の実情に応じた介護保険事業の運営に活用する。 

 ・ 利用者が自身の介護情報を閲覧できることで、利用者自身の自立支援・重

度化防止の取組の推進に繋がる。 

 ・ 介護事業者・医療機関が、本人の同意の下、介護情報等を適切に活用する

ことで、利用者に対して提供する介護・医療サービスの質を向上させる。 

 ・ 紙でのやりとりが減り、事務負担が軽減する。 

 

○ これらを踏まえ、個人情報保護や情報セキュリティに十分留意しつつ、また、

全国医療情報プラットフォームの実現に資するよう、介護情報を集約し、医療

情報とも一体的に運用する情報基盤を国が全国一元的に整備することが必要

である。 

この介護情報基盤を用いて介護情報等の収集・提供等を行う事業は、保険料

と公費の財源により実施する地域支援事業として位置付ける方向で、より効率

的・効果的な運用となるよう、自治体等の関係者の意見も十分に踏まえながら、

検討することが適当である。 

 

（科学的介護の推進） 

○ 科学的介護の推進は介護の質向上のために重要な取組であり、令和３年度

にＬＩＦＥの運用を開始したところであるが、介護施設・事業所においてＰＤ

ＣＡサイクルを回して自立支援・重度化防止に取り組むためには、国が提供す

るＬＩＦＥのフィードバックについて、施設・事業所に対するものだけでなく、

個別のフィードバックの内容についても改善していくことが重要である。 

 

○ また、ＬＩＦＥについては、エビデンスを蓄積する観点から、データを提出

する事業所・施設を増やし、収集するデータを充実させる必要があるが、この

ためには、事業所・施設側の入力負担の軽減を図るとともに、収集する項目が

エビデンスの創出及びフィードバックに資するものとなるよう、介護現場や

研究者の声も踏まえ項目の精査を検討することが適当である。 

 

（介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進） 

○ 介護現場の安全性の確保の取組が全国で広がるよう、自治体の取組を後押
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しするための好事例の横展開や、国における事故情報収集・分析・活用の仕組

みの構築など、具体的な方策について、医療や教育・保育施設などの他分野の

取組も踏まえつつ、引き続き、早期に検討を進めることが適当である。 

 

（高齢者虐待防止の推進） 

○ 高齢者の住まいの形態が多様化している状況を踏まえ、サービス付き高齢

者向け住宅や有料老人ホーム等、高齢者が利用する施設等に対して、指針の整

備など虐待防止措置を適切に講じてもらうための方策を講じることを含め、

虐待防止対策を推進していくことが適当である。 

 

○ 高齢者虐待の件数が高止まりしていること等を踏まえ、都道府県・市町村に

おける、相談支援や調査研究等に係る体制整備を促すことを含め、地域におけ

る高齢者虐待に係る対応力の一層の強化のための方策を講じることが適当で

ある。また、国においても、虐待における重要なリスクの一つと言われている

認知症との関係も含め、虐待防止を推進するための一層の調査研究を推進す

ることが適当である。 

 

○ 適切な手続を経ていない身体的虐待に当たる身体拘束が依然として発生し

ている状況を踏まえ、在宅サービスにおける身体拘束の適正化を図るための

介護報酬上の取扱いや身体拘束を要しない介護技術の普及を含め、正当な理

由がない身体拘束の防止のための方策を検討することが適当である。 

  また、養護、被養護の関係にない者からの虐待事案が発生していることを踏

まえ、｢養護者｣に該当しない者からの虐待防止のための方策を講じることが

適当である。 

 

○ また、介護サービス事業所・施設の職員や家族などに対する介護の心理的負

担の軽減は、高齢者虐待防止の観点からも有益であり、推進していくことが

重要である。 
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２．様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現 

 

（基本的な視点） 

○ 介護保険法（平成９年法律第 123号）において、国及び地方公共団体は、地

域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の

実現に資するよう努めなければならないこととされている。地域支援事業は

介護予防・重度化防止や自立した日常生活の支援のための施策を、地域の実情

に応じて多様な主体の参画を得つつ実施する事業であり、これらの取組を推

進していくことは、様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現を図

っていく上でも重要である。 

 

（総合事業の多様なサービスの在り方） 

○ 介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）は、既存の

介護サービス事業者に加えて、住民主体の取組を含む、多様な主体によって介

護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにすることで、

市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにすることを目的と

した事業である。平成 26年法改正から一定期間が経過しており、総合事業の

実施状況等について検証を行いながら、地域における受け皿整備や活性化を

図っていくことが必要である。 

 

○ この観点から、従前相当サービスやそれ以外のサービスの事業内容・効果に

ついて実態把握・整理を行うとともに、担い手の確保や前回制度見直しの内容

の適切な推進も含め、総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討

を早急に開始するとともに、自治体と連携しながら、第９期介護保険事業計画

期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り組んでいくことが適当であ

る。 

また、自治体が総合事業などを活用した地域づくりを行う際の参考となるよ

う、取組を進める趣旨や方法をわかりやすく、体系立てて示すとともに、自治

体の取組事例の分析結果等について周知することも重要である。 

 

○ その際、介護保険制度の枠内で提供されるサービスのみでなく、インフォー

マルサービスも含め、地域の受け皿を整備していくべきであり、生活支援体制

整備事業を一層促進していくことが重要である。 

また、生活支援・介護予防サービスを行うＮＰＯや民間企業等の主体が、生

活支援体制整備事業における協議体へ参画するに当たって一定の要件を設け

るなど、多様なサービスについて、利用者やケアマネジャーがケアプランの作
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成時に適切に選択できる仕組みを検討することが適当である。 

 

○ 総合事業費の上限額については、自治体の状況等を踏まえ、見直しを進める

とともに、小規模な自治体であっても持続可能な介護予防の活動ができるよ

う、やむを得ない事情により上限額を超過する際のきめ細かな対応について、

引き続き検討を行うことが適当である。 

 

（通いの場、一般介護予防事業） 

○ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、通いの場の活動が自粛されてい

る状況もみられることから、引き続き周知等を通じて、感染防止に配慮しつつ、

活動再開や参加率向上を進めていくことが必要である。 

 

○ 通いの場については、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、誰

もが一緒に参加し、認知症予防、多世代交流や就労的活動など、地域のニーズ

に応じた多様な機能を有する場として発展・拡充させていくことが重要であ

る。そのために、好事例の横展開に当たって、各地域の状況や課題毎に、より

活用・参照しやすい形で通いの場の取組に資する情報を提供していくことな

どを検討することが適当である。 

また、その際、通いの場が住民主体であることや、専門職が限られているこ

とにも留意しつつ、更に質を高めるために、自治体と地域の職能団体が連携す

ることなどにより、医療や介護の専門職の関与を推進することが必要である。 

 

○ 多様な課題を抱える者や閉じこもりがち等により通いの場に参加できてい

ない高齢者を介護予防・見守りの取組につなげるために、高齢者の保健事業と

介護予防の一体的な実施による医療専門職等からのアプローチや、介護予防

把握事業による民生委員・地域のボランティア・自治会・老人クラブ等からの

アプローチなど、様々な手段・機会を活用した働きかけを推進していくことが

重要である。 

 

（認知症施策の推進） 

○ 認知症施策について、本年は認知症施策推進大綱の中間年にあたるため、認

知症施策推進関係閣僚会議の下に設置された有識者会議等において、施策の

各目標の進捗確認を行っている。 

 

○ 各目標の進捗状況の評価を踏まえ、進捗状況が低調な項目については対応

策を検討しつつ、大綱の掲げる、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希
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望を持って日常生活を過ごせる社会の実現に向け、引き続き「共生」と「予防」
1を車の両輪として、施策を推進していくことが適当である。例えば、認知症

初期集中支援チームについては、その機能や役割、自治体の規模、人員体制等

に応じた活動状況を把握し、今後の事業の在り方について検討を行う必要が

ある。さらに、認知症への社会の理解を深め、地域共生社会を目指す中で、こ

れまでの認知症に関する捉え方の点検を行い、認知症に関する正しい知識の

普及啓発に努める必要がある。 

 

（地域包括支援センターの体制整備等） 

○ 地域包括支援センターは、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要

な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支

援することを目的とする機関であり、地域の関係者とのネットワークの下、総

合相談支援などの包括的支援事業や介護予防支援等の支援を行うとともに、

こうした取組を通じて市町村と一体となって地域課題の把握やその対応策の

検討等を行うことが期待されている。 

また、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、重層的支

援体制整備事業において、介護分野に限らず、障害分野、児童分野、困窮分野

も含めた、属性や世代を問わない包括的な相談支援等を行うことなども期待さ

れている。 

 

○ 認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のためには、こうし

た地域包括支援センターの総合相談支援機能を活用することが重要であるが、

総合相談支援機能を発揮できるようにするためにも、センターの業務負担軽

減を推進するべきである。また、家族介護者支援においては、地域包括支援セ

ンターのみならず、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う伴走型

支援、認知症カフェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立支援など

の取組との連携を図ることが重要である。 

 

○ こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給

付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保

健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であ

ることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援センタ

ーの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定

対象を拡大することが適当である。 

                                                      
1 「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせ

る」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味である。 
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 また、総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予防ケア

マネジメントＡについて、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる

場合に限り、利用者に説明し、合意を得てモニタリング期間の延長等を可能と

することが適当である。 

 

○ また、総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実

施等の観点から、居宅介護支援事業所などの地域の拠点のブランチやサブセ

ンターとしての活用を推進することが適当である。総合相談支援業務はセン

ターが行う根幹の業務であることを踏まえ、質の確保に留意しつつ、センター

の業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とすること

が適当である。 

 

○ これらの取組のほか、センターの業務に関し、標準化、重点化及びＩＣＴの

活用を含め、業務の質を確保しながら職員の負担軽減に資するような方策を

検討することが適当である。 

 

○ センターの職員配置については、人材確保が困難となっている現状を踏ま

え、３職種（保健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他これに準ずる者

及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者）の配置は原則としつつ、セン

ターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠点で合算して３

職種を配置することや、「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」の「準

ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当である。 
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３．保険者機能の強化 

 

（地域包括ケアシステムの構築に向けた保険者への支援） 

○ 今後、各保険者において、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、更

なる取組を進めることができるよう、保険者（市区町村）がその構築状況につ

いて自己点検することを進めることとし、その参考となる手法を国が例示す

ることが適当である。 

 

○ 来年度の第９期介護保険事業（支援）計画の策定プロセスにおいて、各保険

者（市区町村）が地域包括ケアシステムの構築状況の自己点検を実施すること

により、その結果を計画に反映できるよう、国として支援することが適当であ

る。 

 

○ こうした自己点検を行う際には、①自治体の住民の参加、②既存の取組にお

ける指標等の最大限の活用、③地域の規模、体制等に応じた複数の方策の提示、

④都道府県や地方厚生局の役割といった視点を考慮することが適当である。 

 

（保険者機能強化推進交付金等） 

○ 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金については、

平成 30年度（介護保険保険者努力支援交付金については令和２年度）に創設

され、制度創設から５年目を迎えているところであるが、２つの交付金の役割

分担が不明確であること、評価指標と高齢者の自立支援や重度化防止、介護給

付費の適正化などの成果との関連が必ずしも明確になっていないことなどの

課題がある。このため、保険者機能強化に向けたより実効性の高い仕組みとす

る観点から、次のような見直しを行うべきである。 

 

○ 保険者機能強化推進交付金等の実効性をより高めていくため、 

 ・ 保険者機能強化推進交付金については、介護保険事業計画の進捗管理や介

護給付費の適正化に関する取組など、地域包括ケアの構築に向けた基盤整

備の推進を図るものとする一方、 

 ・ 介護保険保険者努力支援交付金については、介護予防・健康づくり等の地

域包括ケアに関する取組の充実を図るもの、 

としてそれぞれ位置付け、評価指標についても、こうした位置付けに沿って見

直すことが適当である。 

  その際、令和４年度予算執行調査結果等を踏まえ、評価を行う保険者の負担

にも配慮し、評価指標については、可能な限り縮減することが適当である。 
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○ 現在のプロセス等に関する評価指標については、平均要介護度の変化率等

のアウトカム指標との関連性が不明瞭であることから、これらとアウトカム

指標との関連性をより明確にするため、アウトプットや中間アウトカムに関

する評価指標の充実を図ることが重要である。 

 

○ 評価結果については、現在、一定の評価テーマごとの得点獲得状況を厚生労

働省ＨＰにて公表しているが、地域において評価結果を共有し、当該評価結果

も踏まえた保険者等の更なる取組を促す観点から、得点のみで保険者等にお

ける取組の全てを評価すべきでないことにも留意しつつ、個別の評価項目ご

との得点獲得状況について公表することが適当である。 

 

（給付適正化・地域差分析） 

○ 介護給付費の地域差改善と給付適正化は、相互に関係し合うものであり、一

体として進めていくことが重要である。 

 

○ 地域差分析の取組を推進する観点から、国として、地域包括ケア「見える化」

システムの更なる機能改善を行うことが必要である。 

 

○ 給付適正化の取組を推進する観点から、介護給付適正化主要５事業につい

て、保険者の事務負担の軽減を図りつつ効果的・効率的に事業を実施するため、

新たな取組を含めた事業の重点化・内容の充実・見える化を行うことが重要で

ある。その際、都道府県ごとに不合理な地域差の改善や給付適正化に向けて管

内保険者と議論を行う場で議論を行うこととし、保険者を支援することが必

要である。 

 

○ 前回の調整交付金の見直しの際に導入された、保険者に一定の取組を求め

る措置について、自治体によって地域資源、体制等地域の実情が異なることや

本来の調整交付金の調整機能に留意しつつ、引き続き一定の取組を求めるこ

とが必要である。 

 

（介護保険事業（支援）計画作成の効率化） 

○ 介護保険事業（支援）計画を作成する負担を軽減するため、国として地域包

括ケア「見える化」システムの更なる機能改善や各種実態調査の集計・分析ツ

ールの提供を行うなど、計画作成支援を強化することが重要である。 

 

○ また、介護保険事業（支援）計画に記載する介護予防や施設整備等の目標に
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ついては、必要に応じて中長期で設定することも可能であることを「介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に明記す

ることや、介護保険事業計画の効率的な作成に資する手引きを国が作成する

など、計画作成の負担軽減を図ることが適当である。 

 

（要介護認定） 

○ 要介護認定（要支援認定を含む。以下同じ。）を受けている高齢者は、平成

12 年度以降増加傾向にあり、令和３年４月時点で約 684 万人となっている。

これまで、保険者の業務簡素化の観点から、有効期間の拡大や審査の簡素化等

の見直しを行ってきたが、令和３年度上半期においても、申請から要介護認定

までの平均期間は 36.2日と依然として長くなっている。要介護認定の遅れは

利用者にも事業者にも影響を与えるものであり、各保険者が要介護認定を速

やかかつ適正に実施するために必要な方策について議論を行った。 

 

○ 新規申請及び区分変更申請に係る有効期間の上限拡大については、保険者

の事務負担の軽減に資すると考えられる一方で、 

 ・ 要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づき、被保険者に介護が必要

な状態にあるかどうかを確認する行為であり、認定された要介護度に応じ

てケアプランの作成・サービスの提供が行われることからも、介護保険制度

の根幹であること 

 ・ 更新申請と比較して、認定から 12か月経過後に、軽度化している者の割

合が多いこと 

 を踏まえ慎重に考える必要がある。 

 

○ 更新申請に係る有効期間については、これまで累次の上限拡大を行ってき

ているが、更なる上限拡大に当たっては、有効期間の上限を拡大した令和３年

度の制度改正の影響や、保険者の事務負担の軽減に資する効果を引き続き検

証する必要がある。 

 

○ 介護認定審査会を簡素化して実施する場合の審査会への通知の省略につい

ては、保険者の事務負担の軽減に資する一方で、公正な立場にある専門家の合

議による審査を行わない場合、要介護認定の公平性・医学的妥当性を確保する

ことが困難になることから、慎重に考える必要がある。 

 

○ 一方で、要介護認定までの期間を短縮するためには、各保険者における審査

の簡素化・効率化の取組を一層推進することが重要である。 
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○ このため、より多くの保険者が審査の簡素化に取り組むことができるよう、

具体的にどのように審査を簡素化しているかの事例を収集・周知することが

適当である。また、ＩＣＴやＡＩの活用に向けた検討を進めていくことが重要

である。 

 

○ 加えて、現在、新型コロナの感染状況を踏まえ、認定審査会について、ＩＣ

Ｔを活用して実施できることとしているが、本取扱いについて、業務効率化の

観点から、新型コロナの感染状況を問わず、継続することが適当である。 
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Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保 

 

１．介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進 

 

（総論） 

○ 今後、介護サービスの需要が更に高まることが見込まれている一方で、生産

年齢人口は急速に減少することが見込まれている。既に介護現場の人手不足

が指摘されている中で、介護分野のみならず全産業的に人材確保が大きな課

題となることが見込まれる。とりわけ、現役世代が流出する地方ではますます

こうした問題が深刻になる可能性がある。 

 

○ 介護人材の不足は、介護サービスの供給を制約する要因となることから、喫

緊の対応が必要である。これまでも処遇改善やマッチング支援、介護のしごと

の魅力発信などの総合的な人材確保策に取り組んできた。これと並行して、介

護現場において、介護ロボットやＩＣＴ等のテクノロジーの導入により、サー

ビスの質を確保しつつ効率的なサービス提供を行うとともに、介護職員が行

うべき業務の切り分けや、事務作業等の職員負担軽減を徹底することにより、

介護職員が専門性を生かしながら働き続けられる環境づくりを早急に進めつ

つ、職員の働く環境の改善などにつなげていく必要がある。 

 

○ このような観点から、介護人材の確保及び介護現場の生産性向上の取組を

一層普及するために必要な方策について、現状を踏まえつつ検討を行った。 

 

（１）総合的な介護人材確保対策 

 

○ 第８期介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）の介護サービス見込み

量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要をみると、令和５（2023）

年度末までに約 22万人（合計で約 233万人）、令和７（2025）年度末までに約

32万人（合計で約 243万人）、すなわち、令和元年度以降、年間 5.3万人程度

の介護人材の伸びが必要となっている。 

 

○ さらに、令和３年度の介護分野の有効求人倍率（3.64倍）は、全職業（1.03

倍）と比較して高く、特に、訪問介護職においては更に高い傾向があり、今後

の我が国の人口動態を踏まえれば、介護人材の確保は一段と厳しくなること

が想定される。 
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○ こうした現状において、介護人材を確保するためには、処遇の改善、人材育

成への支援、職場環境の改善による離職防止、介護職の魅力向上、外国人材の

受入れ環境整備などの取組を総合的に実施する必要がある。令和３年度から

は、他業種からの参入に向け、「雇用と福祉の連携による離職者への介護・障

害福祉分野への就職支援パッケージ」を展開しているが、アウトカムを踏まえ

ながら効果的な施策展開を図ることが重要である。 

 

○ 介護職員については、職場の人間関係が離職理由の大きな要因でもあるこ

とから、離職防止の観点からは、ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づ

くりに向けた取組を推進するとともに、人材確保に係る好事例について把握

し、検証することも有効である。 

 

○ 他業種や外国人材といった多様な人材が参入する中、多様化・複雑化する介

護ニーズに対応するためには、介護福祉士を介護職グループをマネジメント

するリーダー的存在として育成するため、介護福祉士個人の専門性を評価す

る仕組みなど職場におけるキャリアアップや処遇の改善につながる仕組みを

検討することが重要である。他方、資格は取得してもリーダーになることに積

極的でない層の存在を踏まえながら、人材育成や事業所内の業務負担の在り

方について検討することも重要である。 

 

○ 引き続き、参入促進、資質の向上、介護職員の健康やメンタル面も含めた労

働環境の改善を図るための事業を実施することに加えて、他業種からの参入

を含めた多様な人材参入を更に促進するための介護職の魅力発信事業等の拡

充を図るなど、介護人材確保のための支援策の更なる充実を進めることが重

要である。 

 

○ また、国内における人材確保に加え、海外からの人材確保についても、定着

の状況などを把握しつつ、海外人材に対する介護分野での就労に関心を促す

取組や介護事業所等とのマッチング支援等の受入促進の観点も含め、引き続

き推進することが必要である。我が国で介護職として活躍することを希望す

る外国人介護人材に対し、引き続き受入・定着を促しながら、日本語学習や生

活相談の支援とともに介護福祉士の資格取得支援等を推進することが必要で

ある。 

 

○ 上記の支援を含め、地域の実情に応じた介護人材確保対策が実施できるよ

う地域医療介護総合確保基金の中で様々なメニューを用意し、自治体を支援
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していく必要がある。 

 

（２）生産性の向上により、負担が軽減され働きやすい介護現場の実現 

 

（地域における生産性向上の推進体制の整備） 

○ 「介護現場の生産性向上」に係る取組は、限られた資源の中で、一人でも多

くの利用者に質の高いケアを届けることを目的とした取組であり、業務の見

直しや効率化等により生まれた時間を有効活用して、利用者に向き合う時間

を増やすなど、個人の尊厳や自立の支援につながるケアの実現を図ることに

資するものである。 

 

○ 介護現場において、こうした生産性向上の取組を進めるためには、一つの

介護事業者のみの自助努力だけでは限界があり、発信力のあるモデル事業所

を地域で育成し、周辺に取組を伝播させていくことが重要である。また、自

治体が主導し、地域の福祉関係者はもとより、雇用や教育などの多様な関係

者とも連携しながら、地域全体で取組を推進していく必要がある。 

 

○ 「介護現場革新会議基本方針」や「生産性向上に資するガイドライン」に

基づき、介護現場の生産性向上(業務改善の取組)について、国、自治体、関

係団体、介護事業所が一体となって進めていくことが重要である。介護事業

所において、生産性向上に向けた取組は未だ一部の事業所にとどまることか

ら、業務改善を恒常的に実施できる取組の在り方や業務改善を推進する人材

の育成など、更なる普及策について早急に検討することが必要である。その

際、個々の事業所レベルでは、経営層の示す方針の下に、現場と一体となっ

て推進することが重要であることを、改めて周知・啓発することが必要であ

る。  

 

○ また、30都府県（令和４年４月１日時点）において、地域医療介護総合確

保基金を活用して、人材育成や職場環境の改善、生産性向上等につながる取

組を行う介護事業者に対して、評価を行い、認証を付与することなども実施

しており、こうした取組をより広く展開し、優良事例の横展開を図ることが

重要である。 

 

○ また、生産性向上に向けた業務改善に取り組む事業者への支援策について

は、介護ロボット・ＩＣＴ機器の導入支援だけでなく、介護人材の確保やい

わゆる介護助手の活用など様々なメニューが存在する。一方、取組・分野ご
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とに支援策の実施主体が異なり、事業者にとって、地域においてどのような

支援メニューがあるのか分かりにくいものとなっているとの声もある。 

 

○ このため、これらのメニューを地域において一括して網羅的に取り扱い、

事業者の実情やニーズを適切な支援につなぐことが重要であり、令和５年度

から、都道府県主導の下、生産性向上に資する様々な支援・施策を一括して

網羅的に取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ窓口の設置など総合的

な事業者への支援に取り組むことを目指すことが適当である。その際、都市

部や中山間地域などの地域特性に応じた柔軟な支援を行うよう配慮するこ

とが必要である。 

 

○ また、介護現場の生産性向上の推進に関して、自治体を中心に一層取組を

推進するため、自治体の役割を法令上明確にすることが適当である。 

 

（施設や在宅におけるテクノロジーの活用） 

○ 介護現場におけるテクノロジーの導入は早急に推進する必要がある。現在

も、地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボット・ＩＣＴの導入支援

事業が実施され、テクノロジーを導入する際の経費の一部の補助が行われて

いるが、こうした支援を引き続き行うことが重要である。その際、事業のわ

かりやすい周知に努める必要がある。 

 

○ それぞれの介護現場において、自らの課題･ニーズに応じた適切な機器が

導入されることが重要であり、前記のワンストップ窓口や「介護ロボットの

開発・実証・普及のプラットフォーム事業」により設置している相談窓口を

通じた体験展示、研修会、個別相談対応等の取組を推進する必要がある。 

 

○ また、主に施設系サービスにおいて抽出・把握した課題や目指すべき姿・

方向性と、その課題の改善等の効果が期待される機器の導入とを組み合わせ

た取組事例集である「介護ロボットのパッケージ導入モデル」について、そ

の普及が図られている。こうしたモデルについて、今後更に大規模な実証等

を通じて一層の充実等を図るとともに、都道府県のワンストップ窓口等を経

由した現場への周知やノウハウの共有について、積極的に推進することが適

当である。また、導入による効果について、事業者にとってわかりやすい情

報提供が行われることが重要である。 

 

○ さらに、現場への実装に向けては、導入ノウハウを有する人材の育成とと
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もに、こうした人材による事業所への伴走型支援が必要である。また、取組

の進展に応じたプッシュ型の支援という観点も必要である。 

 

○ なお、現在実施している実証事業などで得られたエビデンス等を踏まえ、

テクノロジーを活用した先進的な取組を行う介護付き有料老人ホーム等の

人員配置基準を柔軟に取り扱うことの可否を含め、検討することとしている。 

 

○ また、在宅サービスにおいても、ＩＣＴの導入等テクノロジーの利活用を

更に進める必要があり、情報共有や記録等の円滑化の視点、サービスの質の

確保や導入時の課題などの論点も含め、調査研究を進めるなど、現場での利

活用に当たって有用な取組を推進していくことが重要である。 

 

（介護現場のタスクシェア・タスクシフティング）   

○ 専門職をできる限り有効活用するという観点から、介護職員が行うべき業

務の切り分けを積極的に進める必要がある。生産性向上ガイドラインの活用

等による現場改善の取組について、地域における推進体制の整備と並行して、

更に推進する必要がある。 

 

○ いわゆる介護助手の活用に当たっては、適切な業務の切り分けが必要であ

るが、令和４年度実証事業において、施設系サービスの現場における導入状

況や導入手順、業務実態等に関する調査が行われている。また、今年度より、

地域医療介護総合確保基金を活用し、都道府県福祉人材センターなどに介護

助手等のなり手の掘り起こしや受入事業所への支援等を行う「介護助手等普

及推進員」を配置する事業が開始されている。 

  なお、介護助手という名称については、高齢者や女性も含め幅広い層から

の積極的な参画が促されるよう、名称について、現場の意見も踏まえながら、

引き続き検討していくことが必要との意見もあった。 

 

○ 介護職員の業務負担軽減、介護サービスの質の確保の観点から、介護助手

に切り分け可能な業務や切り分けたときに効果が高いと見込まれる業務の

体系化、業務遂行上の留意点の整理、同じ職場で働く構成員としての介護助

手の制度上の位置付けや評価・教育の在り方、専門職との連携も含め、サー

ビス特性を踏まえた導入促進のための方策を引き続き検討することが適当

である。また、人材の確保については、社会福祉協議会やシルバー人材セン

ターなど、関係する団体とも連携しながら、特定の年齢層に限らず若者も含

め幅広い年齢層を念頭に置きつつ、柔軟に対応することが必要である。 
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（経営の大規模化・協働化等） 

○ 介護人材不足への対応や、安定的なサービス提供を可能とする観点からは、

介護の経営の大規模化・協働化により、サービスの品質を担保しつつ、管理

部門の共有化・効率化やアウトソーシングの活用などにより、人材や資源を

有効に活用することが重要である。 

 

○ 令和３年度老人保健健康増進等事業においては、合併等の介護事業所の大 

規模化や、事業所間での連携を行う等の協働化事例の実態把握を行い、事例

集の作成・周知が行われているが、社会福祉連携推進法人の一層の活用促進

も含め、地域の実情等を踏まえた経営の大規模化・協働化に向けた好事例の

更なる横展開を図る必要がある。さらに、こうした取組を推進するに当たっ

て、障壁となる要因について検証することも重要である。 

 

○ また、既に訪問介護において人手不足が指摘されているように、在宅サー

ビスの人材確保は急務であり、ＩＣＴの活用も念頭に、より働きやすく効率

的なサービス提供の在り方を検討する必要がある。「デジタル原則に照らし

た規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政調査会）

では、デジタルの力を活用しながら、生産年齢人口が減少する中での人手不

足の解消や生産性向上等の観点から、介護サービス事業所における管理者の

常駐等について見直しの検討が提言されているが、これらも踏まえ、各サー

ビスにおける管理者等の常駐等について、必要な検討を進める必要がある。 

 

 （文書負担の軽減） 

 ○ 介護分野の文書に係る負担軽減については、本部会の下に設置している

介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実

施計画（令和４年６月７日閣議決定）「介護分野におけるローカルルール等

による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後の更なる負担軽減の実現へ

向け、同専門委員会の検討事項である「介護分野において、国、指定権者・

保険者及び介護サービス事業者の間でやり取りされている文書に関する負

担軽減策」を中心に、関係団体からのヒアリングを含めて、令和４年度以降、

計４回にわたる議論と検討を行い、本年 11 月７日に取りまとめを行った。 

  

 ○ 取りまとめにおいては、 

  ・ 国が示している標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、

介護保険法施行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要

の法令上の措置を行うべきであること 
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  ・ 「電子申請・届出システム」利用のために必要な業務見直しを含む準備

のための手引きや操作手順書の作成を行うなど、円滑なシステムの運用

開始へ向けた支援を行うべきであることや、同システムの使用を基本原

則化し、令和７年度までに全ての地方公共団体で利用開始するために、介

護保険法施行規則に、「電子申請・届出システム」について明記すること

等の所要の法令上の措置を行うべきであること 

等について指摘がなされているところであり、必要な対応を遅滞なく進め 

るとともに、現場での実施状況について、厚生労働省において、専門委員会

の意見も踏まえながら継続的に把握し、必要な対応を講じることが適当であ

る。 

 

（財務状況等の見える化） 

○ 介護サービス事業者について、 

・ 介護サービス事業者の経営状況をもとに、国民に対して介護が置かれてい

る現状・実態の理解の促進 

・ 介護サービス事業者の経営状況の実態を踏まえた、効率的かつ持続可能な

介護サービス提供体制の構築のための政策の検討 

・ 物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策

の検討 

・ 実態を踏まえた介護従事者等の処遇の適正化に向けた検討 

・ 介護報酬に関する基礎資料である介護事業実態調査の補完 

に活用することが可能となるという観点から、経営情報を収集・把握すること

は重要である。 

  また、介護サービス事業者側も、マクロデータを自事業所の経営指標と比較

することで、経営課題の分析にも活用可能と考えられる。 

 

○ 医療法人の経営情報に係る検討状況も踏まえ、介護サービス事業者の経営

状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活用できるよ

う、介護サービス事業者が財務諸表等の経営に係る情報を定期的に都道府県

知事に届け出ることとし、社会福祉法人と同様に、厚生労働大臣が当該情報に

係るデータベースを整備するとともに、介護サービス事業者から届け出られ

た個別の事業所の情報を公表するのではなく、属性等に応じてグルーピング

した分析結果を公表することが適当である。その際、介護サービス事業者の事

務負担等に十分に配慮する必要がある。 

 

○ また、介護サービス情報公表制度について、利用者の選択に資する情報提供
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という観点から、社会福祉法人や障害福祉サービス事業所が法令の規定によ

り事業所等の財務状況を公表することとされていることを踏まえて、介護サ

ービス事業者についても同様に財務状況を公表することが適当である。あわ

せて、介護分野においては、介護人材の確保を目指して累次の処遇改善等がな

されているところ、介護サービス情報公表制度は利用者等のサービス選択に

おいて広く活用されており、各施設・事業所の従事者の情報について、現行に

おいても職種別の従事者の数や従事者の経験年数等が公表されていることも

踏まえ、一人当たりの賃金等についても公表の対象への追加を検討すること

が適当である。その際、設置主体や給与体系等の違いに配慮することや、公表

する情報に関係する個人が特定されることがないよう配慮した仕組みを検討

することが適当である。  
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２．給付と負担 

 

（総論） 

○ 介護保険制度は、その創設から 22年が経ち、サービス利用者は制度創設時

の３倍を超え、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高

齢者の生活の支えとして定着、発展してきている。 

 

○ 一方、高齢化に伴い、介護費用の総額も制度創設時から約 3.7倍の 13.3兆

円（令和４年度予算ベース）になるとともに、１号保険料の全国平均は 6,000

円超となっている。今後、一人当たり給付費の高い年齢層の急増が見込まれる

ことも踏まえた対応が必要となる。 

 

○ こうした状況の中で、要介護状態等の軽減・悪化の防止といった制度の理念

を堅持し、必要なサービスを提供していくと同時に、給付と負担のバランスを

図りつつ、保険料、公費及び利用者負担の適切な組み合わせにより、制度の持

続可能性を高めていくことが重要な課題となっている。 

 

○ このような認識の下、令和２年介護保険制度改正における部会の「介護保険

制度の見直しに関する意見」（令和元年 12月 27日）や、全世代型社会保障構

築会議における議論、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（令和４年６月

７日閣議決定）、「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」（令和３年 12月 23

日経済財政諮問会議）等を踏まえ、負担能力に応じた負担、公平性等を踏まえ

た給付内容の適正化の視点に立ち、以下の論点について検討を行った。 

 

（１）高齢者の負担能力に応じた負担の見直し 

 

（１号保険料負担の在り方） 

○ １号保険料については、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、制

度創設時より所得段階別保険料としており、低所得者への負担を軽減する一

方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた。 

※ 制度創設当初は５段階で設定されたが、その後、保険料負担の応能性を高

める観点から、見直しが行われ、現在は９段階となっている。 

 

○ なお、平成 27年度以降は、消費税率の引上げに伴う低所得者対策強化によ

り、現行の給付費の５割の公費負担に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の

保険料の軽減割合を拡大している。 
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○ 高齢化の進行により、介護費用の総額が増加していることに伴い、１号保険

料の全国平均は、制度創設時の 2,911円（第１期）から 6,014円（第８期）に

増加しており、将来的には 9,000 円程度に達することが見込まれる状況にあ

る。 

 

○ 介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を

抑制することが必要であり、負担能力に応じた負担の観点から、既に多くの保

険者で９段階を超える多段階の保険料設定がなされていることも踏まえ、国

の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準

乗率の引下げ等について検討を行うことが適当である。 

 

○ 具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段

階化の役割分担等について、次期計画に向けた保険者の準備期間等を確保す

るため、早急に結論を得ることが適当である。 

 

○ なお、現役層（40～64 歳）が負担する２号保険料について、介護保険関係

法令に基づき計算される納付金額を元に医療保険者が介護保険料として徴収

し、納付金として一括して納付するものであるため、その透明性を確保する観

点から、毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告する

ことが適当である。また、２号保険料については、国の審議会という開かれた

場で検討・議論し、大臣は審議会の意見を聞いた上で、全国一律の保険料率を

決定するというような透明性、納得性のある仕組み、手続等に見直すことが必

要との意見があった。 

 

（「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準） 

○ 介護保険制度においては、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず

一律１割としていたが、平成 26年の介護保険法改正において、保険料の上昇

を可能な限り抑えながら、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内にお

いて負担の公平化を図っていくため、後期高齢者医療制度に先行して、「一定

以上所得のある方」（第１号被保険者の上位 20％相当）について負担割合を２

割とした（平成 27年８月施行）。さらに、平成 29年の介護保険法改正におい

て、介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や

負担の能力に応じた負担を求める観点から、「現役並みの所得」を有する方の

負担割合を２割から３割に引き上げた（平成 30年８月施行）。 

※ 現状、利用者 516万人（令和４年３月現在）のうち、２割負担に該当する

のは約 4.6％、３割負担に該当するのは約 3.6％となっており、直近（令和
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２年度）の実質負担率（総費用に占める利用者負担額の割合）は 7.4％とな

っている。 

 

○ 医療保険制度においても、患者負担割合について、これまで累次の改正が行

われ、直近の改正では、後期高齢者（75歳以上）の方について、令和４年 10

月から一定所得以上の方（後期高齢者の所得上位 30％（※））の負担割合を２

割とする見直しが行われた。 

（※）現役並み所得者を含む割合 

 

○ 「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準について、介護保険部会にお

ける過去の議論も踏まえつつ、 

① 本年 10月に施行された、後期高齢者医療制度の患者負担２割（一定以上

所得）の判断基準が、後期高齢者の所得上位 30％とされていることとの

関係、 

② 介護サービスは医療サービスに比べ長期間利用するという特徴があるこ

と、 

③ 介護保険では２割負担が医療保険に先行して導入された経緯、 

④ 高齢者の方々の負担に十分配慮し、必要なサービスの提供が受けられる

こと等 

の観点から、検討を行った。 

 

○ 「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準の見直しについて、見直しに

慎重な立場から、以下の意見があった。 

・ 利用者負担が増えれば、必要な介護サービスの利用控えにつながり、生活

機能の悪化につながることから慎重に検討すべき。 

・ 高齢者の生活が苦しい中、後期高齢者医療制度の自己負担割合が引き上げ

られ、さらに介護保険の利用者負担を引き上げることには大きな不安がある。 

・ 保険料は応能負担で良いが、利用者負担を応能負担とするのは反対。医療

保険制度との比較やこれまでの利用者負担の見直しの延長線上で利用者負

担を強化すべきではない。 

 

○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。 

・ 現役世代の社会保険料負担は限界に達しており、介護は医療に比べて費用

の伸びが大きいことも踏まえると、保険料の上昇抑制のためには利用者負担

の見直しが必要。 

・ 65 歳以上の高齢者の急増から現役世代の急減に人口構造の局面が変化し
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ていく中で、制度の持続可能性を高めていくため、世代間、制度間、制度内

での給付と負担のバランスや公平性を確保しつつ、被保険者の方の応能・応

益の観点で見直す必要がある。 

・ 後期高齢者医療制度では上位所得 30％を基準に２割負担が導入されたと

ころであり、制度間のバランスを踏まえ見直すことが必要。 

・ 能力に応じて皆が支え合うという観点から、負担能力のある高齢者には、

適切な負担を求めていくことが重要。低所得者に配慮しつつ、利用者負担は

原則２割負担とし、３割負担の対象も拡大すべき。 

 

○ また、負担能力等に関して、以下の意見があった。 

・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要だが、新たに負担増が想定され

る方々の生活実態をよく調査し、見直しの影響を見極めた上で検討する必要

がある。 

・ 介護サービスは、医療サービスと異なり利用が長期にわたるものなので、

費用負担増が長期にわたって影響する点を踏まえることが重要。 

・ 急激な負担増とならないような配慮をしていくことも必要ではないか。 

・ マイナンバー制度の活用を含め、所得だけでなく資産も捕捉し勘案してい

くという観点も重要ではないか。 

  

○ こうした議論を踏まえ、「一定以上所得」（２割負担）の判断基準について、

後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏

まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実

態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて結論を得

ることが適当である。 

 

○ 「現役並み所得」（３割負担）の判断基準については、医療保険制度との整

合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であ

る。 

 

（補足給付に関する給付の在り方） 

○ 制度発足時の介護保険においては、介護保険３施設（特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）及び短期入所生活・療養介護

（ショートステイ）について、食費・居住費が給付に含まれていたが、平成

17年の介護保険法改正により、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点か

ら、これらのサービスの食費・居住費が給付の対象外とされた。 

その際、これらの施設に低所得者が多く入所している実態を考慮して、住
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民税非課税世帯である介護保険３施設の入所者については、世帯の課税状況

や本人の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費（いわゆ

る補足給付）を給付することとされ、食費・居住費の負担軽減が行われてい

る。 

※ 在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入

所に類似していることに鑑み、同様の負担軽減が行われている。 

 

○ 平成 26年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策とし

ての性格をもつ補足給付について、在宅で暮らす方や保険料を負担する方と

の公平性の確保の観点から、一定額超の預貯金等（単身 1,000万円超、夫婦

世帯 2,000万円超）がある場合には対象外とする等の見直しが行われ、令和

２年介護保険制度改正では、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観

点から、補足給付の所得段階を保険料の所得段階と整合させるとともに、預

貯金等の基準の見直し等が行われた。 

 

○ 補足給付に関する給付の在り方については、 

・ サービス利用者の生活がさらに苦しくなり、生活を維持できなくなるよ

うなことがないよう慎重に検討する必要がある、 

・ 補足給付の対象を拡大すべき 

等の意見があった。 

 

○ また、公平性を確保する観点から、マイナンバー制度の活用を含め、より

精緻で効率的な資産把握を目指していくべきといった意見もあった。 

 

○ 補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏ま

えつつ、引き続き検討を行うことが適当である。 

 

（２）制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し 

 

（多床室の室料負担） 

○ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等における居

住費については、平成 17 年 10 月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の

観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及

び室料、多床室は光熱水費を居住費として自己負担にすることとされた。 

 

○ 平成 27年度からは、特別養護老人ホームの多床室について、死亡退所も多
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い等事実上の生活の場として選択されていることから、在宅で生活する者と

の負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費（室料）の

負担を求めることとされた。 

 

○ このような中、改革工程表 2021において、介護の多床室室料に関する給付

の在り方について、「2019年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、介護

老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能等を考慮しながら、負

担の公平性の関係から、多床室の室料負担の見直しについて、第９期介護保険

事業計画期間に向けて、関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討」

することとされている。 

 

○ 介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の在り方について、

介護保険部会における過去の議論も踏まえつつ、 

① 在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、 

② 特別養護老人ホームの多床室の室料の利用者負担導入に当たっては、死

亡退所が多い等事実上の生活の場として選択されていることを考慮した

経緯、 

③ 介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした療養支援を行う場、介護医療

院は長期療養を必要とする者に対する医療を提供する場であるといった

各施設が有する機能の違い、 

④ 各施設の利用者の入所目的や在所日数、退所先等の実態等 

の観点から、どのように考えるか、議論を行った。 

 

○ 多床室の室料負担の見直し（介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の

室料を保険給付の対象外とすること）について、見直しに慎重な立場から、以

下の意見があった。 

 ・ 介護老人保健施設及び介護医療院は、医療提供施設として在宅復帰のため

のリハビリや濃厚な治療等を行っており、入所者・退所者の状況や居住環境

も特別養護老人ホームとは異なるため、室料を求めるべきでない。 

 ・ 利用控えにより必要なサービスを利用できなくなることがないようにす

べき。 

 

○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。 

 ・ 在宅と施設、施設種別間の公平性、介護保険財政、負担能力のある方には

負担していただくといった観点から、室料は利用者負担として保険給付の

対象外とすべき。 
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 ・ 介護老人保健施設及び介護医療院の入所者・退所者の状況についても、特

別養護老人ホームと同様の実態が一定みてとれる。 

 

○ 介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の導入については、

在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、こ

れまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において介護

報酬の設定等も含めた検討を行い、次期計画に向けて、結論を得る必要がある。 

 

（ケアマネジメントに関する給付の在り方） 

○ ケアマネジメントは、居宅介護支援事業者が居宅の要介護者に対して、ケア

プランの作成やサービス事業者との連絡調整等を行うものであり、高齢者自

身によるサービスの選択、サービスの総合的・効率的な提供等、重要な役割を

果たしている。ケアマネジメントについては、要介護者等が積極的に本サービ

スを利用できるよう、制度創設時から 10割給付のサービスと位置付けられて

きた。 

 

○ ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把

握し、多職種と連携しながらケアプランを作成するとともに、ケアプランに基

づくサービスが適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、

介護保険制度創設から 22 年が経過し国民の間にも広く普及している。また、

ケアマネジャーは、医療と介護の連携や、地域における多様な資源の活用等の

役割をより一層果たすことが期待されている。こうした中で、将来的なケアマ

ネジャーの人材確保の観点から、処遇の改善やＩＣＴ機器等を活用した業務

負担軽減などの環境整備が必要との指摘もある。 

 

○ このような中、改革工程表 2021において、介護のケアプラン作成に関する

給付の在り方について、「2019 年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、

利用者負担の導入について、第９期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議

会等において結論を得るべく引き続き検討」することとされている。 

 

○ ケアマネジメントに関する給付の在り方について、介護保険部会における

過去の議論も踏まえつつ、 

① 制度創設時に 10割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着

状況、 

② 導入することにより利用控えが生じうる等の利用者への影響や、セルフ

ケアプランの増加等によるケアマネジメントの質への影響、 
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③ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者

等との均衡、 

④ ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善

や事務負担軽減等の環境整備の必要性等 

の観点から、どのように考えるか、議論を行った。 

 

○ ケアマネジメントに関する給付の見直し（利用者負担を導入すること）につ

いて、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。 

 ・ サービスの利用抑制の懸念や、質が高く適切なケアマネジメントの利用機

会を確保する観点、障害者総合支援法における計画相談支援との整合性の

観点から慎重に検討すべき。 

 ・ 介護支援専門員は、本来業務であるケアマネジメントに付随して各種の生

活支援等を行っているほか、公正・中立性が重視されている点などを踏まえ

ると、利用者負担を求めている他の介護保険サービスとは異なるため、現行

給付を維持すべき。 

 

○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。 

 ・ 介護費用が大幅に伸びていくなかで、サービス利用の定着状況や、ケアマ

ネジメントの専門性の評価、利用者自身のケアプランに対する関心を高め

ることを通じた質の向上、施設サービスの利用者は実質的にケアマネジメ

ントの費用を負担していることなどから、利用者負担を導入すべき。 

 ・ 将来的なケアマネに対する財源確保や人材確保の観点からも、他のサービ

スと同様に利用者負担を求めることも一つの方向性としてあってもよいの

ではないか。 

 

○ このほか、 

 ・ ケアマネジメントについては、給付対象となるサービスの適用範囲の明確

化やセルフケアプランの位置付けについても検討する必要がある 

 ・ 今後増加する独り暮らしや認知症のある利用者の生活支援が継続的かつ

総合的に行えるよう、環境整備が必要 

 との意見があった。 

 

○ ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジ

メントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討

を行い、第 10期計画期間の開始までの間に結論を出すことが適当である。 

 

43



38 

 

（軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方） 

○ 総合事業は、既存の介護サービス事業者に加えて、ＮＰＯや民間企業等の多

様な主体が介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるように

することで、市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにする

ことを目的として、平成 26年の介護保険法改正で創設された事業である。こ

の改正により、要支援１・２の者の訪問介護と通所介護が、個別給付から総合

事業へと移行された。 

 

○ 総合事業の実施状況を見ると、６～７割の市町村において従前相当サービ

ス以外のサービス（サービスＡ～Ｄ）のいずれかが実施され、訪問型サービス

と通所型サービスの実施事業所の２～３割がサービスＡ～Ｄ（通所型にあっ

てはＡ～Ｃ）を実施している。 

 

○ このような中、改革工程表 2021において、介護の軽度者への生活援助サー

ビスに関する給付の在り方について、「介護の軽度者への生活援助サービス等

の地域支援事業への移行を含めた方策について、令和元年度の関係審議会に

おける審議結果を踏まえ、第９期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会

等において結論を得るべく引き続き検討」することとされている。 

 

○ 軽度者に対する給付の在り方について、介護保険部会における過去の議論

も踏まえつつ、 

① 総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、 

② 認知症の者も多い要介護１・２の者について、その要介護状態に応じて必

要となるサービスの質や内容、 

③ 今後の介護サービス需要の大幅な増加や、訪問介護サービスで特に顕著

である人材不足の状況を踏まえた見直しの必要性等 

の観点から、どのように考えるか、議論を行った。 

 

○ 軽度者（要介護者１・２の者）に対する給付の見直し（軽度者の生活援助サ

ービス等の地域支援事業への移行）について、見直しに慎重な立場から、以下

の意見があった。 

 ・ 現在の要支援者に関する各地域での対応状況を踏まえると、保険者や地域

を中核とした受皿整備を進めることが必要で、時期尚早。 

 ・ 総合事業の住民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、

効果的・効率的・安定的な取組は期待できない。 

 ・ 軽度者とされる要介護１・２は認知症の方も大勢いることも含めて、要介
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護１・２の人たちに対する重度化防止の取組については、特に専門的な知識

やスキルを持った専門職の関わりが不可欠であり、移行に反対。 

 

○ 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。 

 ・ 今後、人材や財源に限りがある中で、介護サービス需要の増加、生産年齢

人口の急減に直面するため、専門的なサービスをより必要とする重度の方

に給付を重点化することが必要であり、見直しを行うべき。 

 ・ 今後の生産年齢人口減の時代を見据えて、専門職によるサービス提供の対

象範囲と受け皿となるサービスの観点から、環境整備を検討すべき。地域の

実情に合わせて実施したほうが効果的であると考えられるものは、保険給

付の増加を抑制する観点からも地域支援事業へ移行すべき。 

 

○ このほか、  

 ・ 住民の主体的な参画によるサービス活動の実施が当初の期待どおりに広

がっていないのが現状であり、その要因を把握し、改善を図られるよう併せ

て検討すべき 

 ・ 見直しの範囲について、移行対象として想定しているのは訪問介護や通所

介護の全てなのか、あるいはこれらのうちの生活援助的なサービスのみな

のかを考える必要がある 

 ・ 地域の多様な主体によるステークホルダーによる柔軟なサービス提供を

より充実していく観点からは、まず移行ありきではなくて、新規あるいは要

介護認定を受けた方でも利用できるようにするなど、利用者の選択肢を見

直して充実させることも考えていくべき 

・ 利用者はもとより、介護保険の運営主体である市町村の意向を尊重すべき 

 との意見もあった。 

 

○ 軽度者（要介護１・２の者）への生活援助サービス等に関する給付の在り方

については、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれ

る中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第 10期計画期間

の開始までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影

響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出すことが適当である。 

 

（３）被保険者・受給者範囲 

 

○ 介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに適切に応えることを目的とし、

被保険者は、65歳以上の第１号被保険者と、40歳以上 64歳以下の第２号被
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保険者からなる。 

 

○ 制度創設以降、被保険者範囲・受給者範囲については、要介護となった理

由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行

い、あわせて保険料を負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指すべき

か、「高齢者の介護保険」を維持するかを中心に議論が行われてきた。 

 

○ 令和２年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関

する意見」では、被保険者範囲の拡大について、「引き続き検討を行うこと

が適当である」とされた。 

 

○ 被保険者範囲・受給者範囲について、今後の人口構成の変化、介護保険制

度創設時の考え方や、これまでの議論の経緯を踏まえ、どのように考える

か、議論を行った。 

 

○ 被保険者範囲・受給権者範囲については、第２号被保険者の対象年齢を引

き下げることについて、 

・ 若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄で

あることから反対、 

・ 現役世代の負担を減らしていくことが必要であることから、まずは現行

の制度の中で給付と負担に関する見直しを着実に実施することが先決 

などの意見があった。 

 

○ その一方で、 

・ 将来的には、介護保険の被保険者範囲・受給者範囲を拡大して介護の普

遍化を図るべき、 

・ 高齢者の就業率の上昇や健康寿命の延伸、要介護認定率の状況等も踏ま

えながら第１号被保険者の対象年齢を引き上げる議論も必要、 

・ 現実に 40歳未満の若年層でも介護をしている実態があり、家族が介護保

険サービスを受けることで安心して仕事の両立が図られるという面もある

のではないか、 

などの意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検

討を行うことが適当である。 
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おわりに 

 

○ 以上が、介護保険制度の見直しに関する本部会の意見である。 

 

○ 厚生労働省においては、この意見書の内容を十分に踏まえて見直しの内容

の具体化を図り、法改正が必要な事項については、関連法案を国会に提出する

ほか、運営基準や令和６年度介護報酬改定で対応すべき事項については、社会

保障審議会介護給付費分科会での議論に付すなど、制度見直しのために必要

な対応を速やかに講じられることを求めたい。その際、次期計画に向けて結論

を得ることが適当とされた事項については、遅くとも来年夏までに結論を得

るべく、引き続き本部会における議論を行う必要がある。 

 

○ 今回の制度見直しは、全体として 

 ・ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けて、今後の医療・介

護ニーズや人口動態の変化等を踏まえながら、医療提供体制に係る議論と

軌を一にして、質の高い医療・介護を効率的に提供するための基盤整備を図

ること 

・ 次期計画期間内に迎えることになる 2025 年に向けた地域包括ケアシステ

ムの構築及び地域共生社会の実現を目指す取組を更に加速化させること 

・ 85 歳以上高齢者の急増に伴い介護サービス需要や介護給付費の急増が見

込まれる一方、サービスの担い手である現役世代が急減していくという非常

に厳しいフェーズに対応し、介護保険制度の財政的な持続可能性に加え、足

下の介護人材確保と介護現場の生産性向上によりサービスの質の確保や基

盤整備、職員の負担軽減を図り、サービス提供の持続可能性を高めること 

を目指すものである。 

 

○ 市町村には、住民に最も身近な基礎自治体であり地域包括ケアシステムの

構築を主導する存在として、保険料の徴収や要介護認定、給付としてのサービ

ス基盤の整備など、狭い意味での保険者としての役割に加え、地域ニーズを的

確に把握し、地域支援事業における地域づくりに資する様々な取組を主体的

に推進する役割についても、保険者として果たしていくことを求めたい。また、

小規模な自治体においては、行政のマンパワーも限られることから、市町村が

上記の役割を果たすに当たっては、引き続き、国や都道府県による適切な支援

を求めたい。 

 

○ 都道府県には、上記の市町村の取組の支援を行うとともに、介護保険事業
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（支援）計画と医療計画、地域福祉計画、障害福祉計画その他の関連計画との

整合性を確保し、広域的な観点から保健医療・福祉政策と有機的な連携を図り

ながら介護保険事業の運営に係る施策を進めることを求めたい。あわせて、介

護人材の確保や、介護分野の生産性向上に向けた地域ぐるみの取組について、

地域医療介護総合確保基金も活用しながら、主導的な役割を果たしていくこ

とを求めたい。 

 

○ 厚生労働省には、都道府県や市町村の適切な制度運営や取組の推進が図ら

れるよう、保険者事務を支援するシステム基盤の整備や、全国の自治体で行わ

れている効果的な取組に係る情報の収集とフィードバック、介護情報基盤の

全国一元的な整備、個々の自治体への伴走型の支援などにより、都道府県、市

町村を支援すると同時に、今般の制度見直しの趣旨や目的について、国民や制

度に関わる関係者に対して、早急な周知とわかりやすい説明を求めたい。 

 

○ 前回の本部会意見でも指摘したとおり、地域包括ケアシステムは、制度・分

野の枠や、「支える側」「支えられる側」という関係を超えた包摂的な社会を

目指す地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものである。例

えば、地域包括ケアシステムの推進の中核となる地域支援事業のうち、総合

事業の多様なサービスや一般介護予防事業における通いの場などでは地域住

民の主体的な参画が欠かせない。こうした地域住民の制度上の位置付けにつ

いて、介護保険の被保険者、すなわち支援の客体としてだけでなく、地域づ

くりや日常生活の自立に向けた支援を担う主体としても観念することが重要

であり、このことを法令上及び運用上、より明確に位置付けるよう検討する

ことが適当である。 

 

○ 高齢期になり、介護や医療など何らかの支援ニーズが生じるようになって

も、個々の高齢者が自己決定に基づき、必要な支援を受けながらより良質な

生活を希望する場所で送り続けられる社会を実現することは、今後の高齢社

会において欠かせないものであり、高齢者の尊厳の保持と自立した日常生活

を支援するため、保健医療福祉サービス等を提供する介護保険制度は、その

根幹を支える重要な制度である。他方で、地域包括ケアシステムの深化・推

進や、その先にある地域共生社会の実現により、希望する場所でいきいきと

生活できる環境を実現するためには、制度的なアプローチだけでなく、高齢

期を迎える前の段階から、個々人が老後の暮らし方について考えることも重

要である。制度の在り方とともに、このような観点についても、国民へ幅広

く周知・啓発を行うことが重要である。  
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【資料５】 要介護・要支援認定者数（地区別） 
（単位：人）

地区 高齢者数 令和４年12月末日時点（Ａ） 令和３年12月末日時点（Ｂ）

支１ 支２ 介１ 介２ 介３ 介４ 介５ 計 うち２号
被保険者

出現率 支１ 支２ 介１ 介２ 介３ 介４ 介５ 計 うち２号
被保険者

出現率

平 平 26,068 423 664 984 1,235 887 772 532 5,497 134 20.6% 408 677 950 1,249 912 733 515 5,444 123 20.4%

小名浜 小名浜 21,210 368 532 792 891 765 701 416 4,465 105 20.6% 357 490 834 851 784 698 423 4,437 100 20.4%

勿 来 15,463 440 419 563 482 387 466 274 3,031 63 19.2% 424 454 538 495 398 448 310 3,067 68 19.3%

田 人 725 27 26 23 28 23 18 28 173 1 23.7% 29 27 24 33 26 25 25 189 1 25.2%

小 計 16,188 467 445 586 510 410 484 302 3,204 64 19.4% 453 481 562 528 424 473 335 3,256 69 19.6%

常 磐 10,891 159 312 407 473 434 311 202 2,298 46 20.7% 142 311 399 511 396 303 207 2,269 45 20.3%

遠 野 2,051 21 43 66 106 92 65 46 439 13 20.8% 22 43 64 92 98 67 42 428 11 20.2%

小 計 12,942 180 355 473 579 526 376 248 2,737 59 20.7% 164 354 463 603 494 370 249 2,697 56 20.3%

内 郷 7,767 220 236 318 325 263 219 185 1,766 33 22.3% 237 240 319 335 242 211 179 1,763 36 22.1%

好 間 3,833 95 96 139 167 128 119 100 844 14 21.7% 99 103 137 167 124 100 88 818 12 21.0%

三 和 1,281 22 38 77 68 58 33 23 319 3 24.7% 21 41 78 72 45 37 27 321 5 24.1%

小 計 12,881 337 370 534 560 449 371 308 2,929 50 22.4% 357 384 534 574 411 348 294 2,902 53 22.0%

四 倉 4,882 60 132 169 294 262 183 92 1,192 20 24.0% 69 153 200 289 225 157 96 1,189 21 23.9%

久之浜
大 久

1,734 12 44 52 81 80 74 48 391 9 22.0% 15 46 67 76 86 60 45 395 6 22.7%

小 計 6,616 72 176 221 375 342 257 140 1,583 29 23.5% 84 199 267 365 311 217 141 1,584 27 23.5%

小 川 2,367 32 53 81 135 87 71 56 515 9 21.4% 30 48 79 138 90 69 47 501 10 20.6%

川 前 487 9 12 24 17 29 18 14 123 0 25.3% 9 9 21 19 30 20 14 122 0 24.8%

小 計 2,854 41 65 105 152 116 89 70 638 9 22.0% 39 57 100 157 120 89 61 623 10 21.3%

98,759 1,888 2,607 3,695 4,302 3,495 3,050 2,016 21,053 450 20.9% 1,862 2,642 3,710 4,327 3,456 2,928 2,018 20,943 438 20.7%

構成比 － 9.0% 12.4% 17.6% 20.4% 16.6% 14.5% 9.6% 100.0% 2.1% － 8.9% 12.6% 17.7% 20.7% 16.5% 14.0% 9.6% 100.0% 2.1% －

※ 出現率は、認定者数計から第２号被保険者数を差し引いて、65歳以上人口（高齢者数）で除した割合

勿来・
田 人

常磐・
遠 野

内郷・
好間・
三 和

四倉・
久之浜
大 久

小川・
川 前

合 計

地区 増減（Ａ－Ｂ）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 うち２号
被保険者

出現率

平 平 15 △ 13 34 △ 14 △ 25 39 17 53 11 0.1%

小名浜 小名浜 11 42 △ 42 40 △ 19 3 △ 7 28 5 0.1%

勿 来 16 △ 35 25 △ 13 △ 11 18 △ 36 △ 36 △ 5 △ 0.1%

田 人 △ 2 △ 1 △ 1 △ 5 △ 3 △ 7 3 △ 16 0 △ 1.5%

小 計 14 △ 36 24 △ 18 △ 14 11 △ 33 △ 52 △ 5 △ 0.2%

常 磐 17 1 8 △ 38 38 8 △ 5 29 1 0.4%

遠 野 △ 1 0 2 14 △ 6 △ 2 4 11 2 0.6%

小 計 16 1 10 △ 24 32 6 △ 1 40 3 0.4%

内 郷 △ 17 △ 4 △ 1 △ 10 21 8 6 3 △ 3 0.3%

好 間 △ 4 △ 7 2 0 4 19 12 26 2 0.6%

三 和 1 △ 3 △ 1 △ 4 13 △ 4 △ 4 △ 2 △ 2 0.6%

小 計 △ 20 △ 14 0 △ 14 38 23 14 27 △ 3 0.4%

四 倉 △ 9 △ 21 △ 31 5 37 26 △ 4 3 △ 1 0.2%

久之浜
大 久

△ 3 △ 2 △ 15 5 △ 6 14 3 △ 4 3 △ 0.6%

小 計 △ 12 △ 23 △ 46 10 31 40 △ 1 △ 1 2 △ 0.1%

小 川 2 5 2 △ 3 △ 3 2 9 14 △ 1 0.8%

川 前 0 3 3 △ 2 △ 1 △ 2 0 1 0 0.5%

小 計 2 8 5 △ 5 △ 4 0 9 15 △ 1 0.8%

26 △ 35 △ 15 △ 25 39 122 △ 2 110 12 0.1%

構成比 0.1% △ 0.2% △ 0.2% △ 0.2% 0.1% 0.5% △ 0.1% 0.0% 0.0% －

合 計

勿来・
田 人

常磐・
遠 野

内郷・
好間・
三 和

四倉・
久之浜
大 久

小川・
川 前

52



【資料６】 いわき市介護保険条例（抜粋） 

平成12年３月29日いわき市条例第11号 

第５章 介護保険運営協議会 

（設置） 

第23条 介護保険の円滑な運営に資するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項

の規定に基づき、いわき市介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第24条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 市町村介護保険事業計画及び法第117条第６項の規定により同計画と一体のものとして作成

されなければならないとされる老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８第１項に規定する

市町村老人福祉計画（以下「介護保険事業計画等」という。）の進行管理に関すること。 

(２) 介護保険事業計画等の策定及び変更に関すること。 

(３) 介護保険事業計画等に基づく施策に関すること。 

(４) 介護サービス等の評価その他介護サービス等の質の向上に関すること。 

(５) 介護保険の財政に関すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、介護保険の運営等に関すること。 

２ 協議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に対し意見を述べることができる。 

（組織） 

第25条 協議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 保健医療又は福祉の関係者及び関係団体の構成員 

(３) 被保険者 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（秘密を守る義務） 

第26条 委員は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 
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【資料７】 いわき市介護保険規則（抜粋） 

平成12年３月31日いわき市規則第30号 

第８章 介護保険運営協議会 

（会長及び副会長） 

第57条 いわき市介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）に会長及び副会長各１人を置き、委

員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第58条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 協議会は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができる。 

（部会） 

第59条 協議会に、条例第24条第１項各号に掲げる事項を処理するため、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、そ

の職務を代理する。 

（庶務） 

第60条 協議会の庶務は、保健福祉部介護保険課において処理する。 

（委任） 

第61条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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